
戦
略
的
な
地
域
経
営
の
展
開 

基
本
計
画 

政
策
Ⅶ 

85

第3編 基本計画

施策 6-5 男女共同参画社会の形成

84

【現状と課題】
核家族化や少子化等による世帯人員の減少、生活

利便性が向上したことによる家事労働負担の軽減、

さらには自己実現に対する意欲の高まり等を受けて、

平成１１年に男女共同参画社会基本法が施行され、今

後も女性の社会参画は一層拡大する傾向にあります。

一方で、「男は仕事、女は家庭」といった固定的な

性別役割分担の考え方が、未だに地域社会の中に根

強く残っていることから、こうした考え方を変革さ

せていくような意識改革への取組みが重要となって

います。

また、家庭内暴力や性的いやがらせなどの人権侵

害を防ぐためにも、性別に関わりなく互いの人権を

尊重しつつ責任を分かち合い、個性と能力を発揮で

きる社会を実現することが求められています。

このため、本町においても、「男女共同参画推進計

画」を策定し、その推進を図っていくことが必要と

なっています。

【基本事業】
男女共同参画の推進

男女共同参画社会の形成に向けた施策を総

合的かつ計画的に推進するための推進計画を

策定するとともに、多様化するニーズに対応

するための様々な学習機会や情報の提供、並

びに啓発活動を行い、固定的な性別役割分担

意識の是正と男女共同参画社会形成に対する

意識の形成を図ります。

男女共同参画の
推進

・男女共同参画推進計画策定事業
・普及啓発活動推進事業
・学習機会、情報の提供

基本事業 主要事務事業

合理的で効率的な行財政運営の確立 1

持続的で安定的な財政運営の確立 3

財源の安定的確保 2

適正な人事管理の推進 1

柔軟な組織体制の構築 3

職員の公務遂行能力の向上 2

電子自治体の推進 1

情報リテラシーの向上と促進 2

効率的・合理的な行財政運営の推進 1

地域情報化の推進 3

広域的な連携への積極的対応 1

広域事業の推進 2

広域連携の推進 4

時代に対応した組織の構築と運営 2
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